
＜参考：各補助金の概要＞ 

 

補助金名 目的 補助基準 対象経費 

岐阜県新型コロナウイルス

感染症対策特別事業費補助

金（生産活動活性化支援事

業） 

新型コロナウイルス感染症拡

大等の影響により、生産活動収

入が相当程度減収している就

労継続支援事業所に対し、生産

活動の再起に向けて必要な経

費等を支援 

１事業所当たり 50万円 

（複数の事業所を運営する法人に

あっては、１法人あたり 200万円） 

次に例示する生産活動の実施に必要な経費 

・生産活動を存続させるために必要となる固定経費

等の支出に要する費用 

・生産活動の再稼働等にかかる設備整備のメンテナ

ンス等に要する費用 

・通信販売、宅配、ホームページ制作等新たな販路

拡大等に要する費用 

・新たな生産活動への転換等に要する費用 

・在庫調整等に要する費用や風評被害への対応等に

係る広報活動に要する費用 

・その他の生産活動の再起に向けて必要と認められ

る経費 

 

岐阜県新型コロナウイルス

感染症に係る障害福祉サー

ビス事業所等に対するサー

ビス継続支援事業費補助金 

新型コロナウイルス感染症の

感染者等が発生した場合にお

いて、関係者との緊急かつ密接

な連携の下、感染拡大防止対策

の徹底や創意工夫を通じて、必

要な障害福祉サービス等を継

続して提供できるよう必要な

経費等を支援 

１事業所当たり 

生活介護       631千円 

就労継続支援Ａ型   279千円 

就労継続支援Ｂ型   294千円 

放課後等デイサービス 257千円 

 

 

 

※本件対象のみ抜粋 

・緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介

料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿

泊費、連携機関との連携に係る旅費 等 

・施設・事業所の消毒・清掃費用 

・感染症廃棄物の処理費用 

・感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が

見込まれる衛生・防護用品の購入費用 

 

※本件対象のみ抜粋 

 
 


